
大阪府シカ保護管理計画（第２期）の変更について 

変更内容 

・ 「７ 数の調整に関する事項」に狩猟期間の延長（一ヶ月）を追加。 

・ 同じく「７ 数の調整に関する事項」にくくりわなの制限（１２センチメートル以内）の解除

を追加。 

変更理由 

・ 大阪府の北部に生息するニホンジカについて、農林業被害防止、個体数調整のた

め、上記の変更を行い、より捕獲圧を高める。 

 

大阪府シカ保護管理計画（第2期）の変更する項目 

変更後（P13－14） 変更前（P13－14） 

７ 数の調整に関する事項 

シカの捕獲数に占める有害鳥獣捕獲の割合は、平

成 12年度には６割以上を占めたが、狩猟における１

人１日当たりの捕獲数制限の拡大により平成 16年

度には３割程度に留まっている。 

また、捕獲圧はオスに大きく偏りメスが捕獲され

にくい状況にある。オスの過度の捕獲は効果が期待

できないばかりでなく、有害でさえある。オスの一

方的な捕獲が継続されると、個体群の性比は著しく

メスに偏ってしまい、悪い遺伝子が集団の中に広が

るリスクが生まれたり、遺伝的な多様性が減少した

りする。 

このため、捕獲の雌雄比をより１：１に近づける

ため、狩猟によるメスの捕獲を促進し、狩猟におけ

る１人１日当たりの捕獲数制限を３頭とし、うちオ

スは１頭までとする。 

また、狩猟による捕獲を推進するため、狩猟期間

については、現行の１１月１５日から翌年２月１５

日までの狩猟期間を一ヶ月延長し、翌年３月１５日

までとするとともに、くくりわなについては輪の直

径が１２センチメートル以内とする猟法で定められ

ている制限を解除する。 

有害鳥獣捕獲については計画的に実施するため、

定期的に効果的・効率的な捕獲として、わなによる

捕獲を促進するとともに捕獲強化区域を設け銃器に

よる捕獲・追い出しによる効果的な対策を実施する。

なお、安全対策には十分な配慮を行う。 
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